
島根県医療提供体制設備整備費補助金交付要綱新旧対照表 

改  正  後 改  正  前 

島根県医療提供体制設備整備費補助金交付要綱 

 

１～５． 〔略〕 

 

別表１ 

１事業区分 ２種目 ３基準額 ４対象経費 ５補助率 

（１）～（２） 

〔略〕 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

（３）救命救急

センター設備整

備事業 

医療機器 〔略〕 〔略〕 ３分の２ 

ドクターカー 〔略〕 〔略〕 ４分の３ 

心電図受信装置 〔略〕 〔略〕 ３分の２ 

無線装置 〔略〕 〔略〕 

（４）～（12） 

〔略〕 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

 

６． 〔略〕 

 

別表２ 〔略〕 

 

７． 〔略〕 

 

（申請手続） 

８．この補助金の交付の申請は、別紙２による申請書に、当初提出した事業計画に変更があ

る場合は変更後の事業計画その他の関係書類を添えて、別途示す期日までに県知事に提出

して行うものとする。 

なお、申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補

助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和 63 年

法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額

に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合

計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな

場合には、これを減額して申請しなければならない。 

ただし、申請時において消費税等相当額が明らかでない場合においては、この限りでは

ない。 

 

９．～10． 〔略〕 

 

（実績報告） 

11．この補助金の事業実績報告は、別紙３による報告書に関係書類を添えて、事業の完了の

日から起算して１月を経過した日（７の（３）により事業の中止又は廃止の承認を受けた

場合には、当該承認通知を受理した日から起算して１月を経過した日）又は翌年度４月５

日のいずれか早い日までに、県知事に提出して行わなければならない。 

  なお、８に定めるところにより交付の申請を行った場合において、実績報告書（年度終

了実績報告を除く。）を提出するに当たってこの補助金の仕入れに係る消費税等相当額が

島根県医療提供体制設備整備費補助金交付要綱 

 

１～５． 〔略〕 

 

別表１ 

１事業区分 ２種目 ３基準額 ４対象経費 ５補助率 

（１）～（２） 

〔略〕 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

（３）救命救急

センター設備整

備事業 

医療機器 〔略〕 〔略〕 ３分の２ 

ドクターカー 〔略〕 〔略〕 

心電図受信装置 〔略〕 〔略〕 

無線装置 〔略〕 〔略〕 

（４）～（12） 

〔略〕 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

 

６． 〔略〕 

 

別表２ 〔略〕 

 

７． 〔略〕 

 

（申請手続） 

８．この補助金の交付の申請は、別紙２による申請書に、当初提出した事業計画に変更があ

る場合は変更後の事業計画その他の関係書類を添えて、別途示す期日までに県知事に提出

して行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．～10． 〔略〕 

 

（実績報告） 

11．この補助金の事業実績報告は、別紙３による報告書に関係書類を添えて、事業の完了の

日から起算して１月を経過した日（７の（３）により事業の中止又は廃止の承認を受けた

場合には、当該承認通知を受理した日から起算して１月を経過した日）又は翌年度４月５

日のいずれか早い日までに、県知事に提出して行わなければならない。 

 

 



明らかになったときには、これを当該補助金から減額して報告しなければならない。 

 

13． 〔略〕 

 

附則（平成１９年９月２８日医第６４９号） 

  ～（令和５年１月３１日医第１３１８号） 〔略〕 

附則（令和７年１１月１２日医第１０６８号） 

１．この要綱は、令和７年４月１日から適用する。 

２．令和６年度以前に交付された補助金の取扱については、なお従前の例による。 

 

別紙１～別紙２ 〔略〕 

 

別紙２－１ 

 
 

別紙３ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13． 〔略〕 

 

附則（平成１９年９月２８日医第６４９号） 

  ～（令和５年１月３１日医第１３１８号） 〔略〕 

〔新設〕 

 

 

 

別紙１～別紙２ 〔略〕 

 

別紙２－１ 

 
 

別紙３ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３－１ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙４ 

 
 

別紙５ 〔略〕 

別紙４ 

 

別紙５ 〔略〕 

 


